
２０２５年度 

一般財団法人北海道建設技術センター 

職員採用試験案内（情報・既卒者） 
 

◇受付期間◇  採用予定者数に達するまで、随時、応募を受け付けます。 

       なお、採用予定者数に達した場合は、以降の採用試験は実施しません。 

◇選考方法◇  頂いた「エントリーシート」は、２ヶ月毎に月末で締め切り、翌月以降に書類選考 

       筆記試験、論文、面接試験を行い、採用者を決定します。 

       ＊１回目の締め切り日は２０２５年１２月２５日（木）です。 

◇採 用 日◇  採用予定者のご相談に応じます。 

 

１．採用予定・職務内容及び勤務地 

１）採用予定 ： 技術職（情報）１名 （既卒者） 

１－１ 

２）職務内容 ： 当財団の情報システム担当として、幅広い業務をチームの一員としてお任せし 

        ます。 

       ○ＰＣ・ネットワーク・サーバの運用・保守 

       ○職員、自治体等からの問い合わせ対応（ヘルプデスク業務） 

       ○クラウドサービス（Microsoft Azure、AWS、Google Workspace 等）の運用管理 

      ○ＩＴ資産管理、セキュリティ施策の実施 

      ○ベンダーとの調整（導入、保守契約、トラブル対応） 

      ○当財団・自治体の業務改善に向けたシステム開発・導入サポート 

      ○ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）運用管理 

 

 ３）勤 務 地 ： 札幌市 

          将来的に、経験やスキルに合わせて、他部門への異動の可能性があります。 

 

【当財団事務所所在地】 

○総 務 部 ： 札幌市中央区北１条西１丁目６番地 さっぽろ創世スクエア２６階 

○企 画 部 ：           〃 

○市町村支援部：           〃 

○建 築 部 ：           〃 

○技 術 部 ： 札幌市東区北３３条東１丁目１番１号 

 ○旭川事務所 ： 旭川市東６条３丁目１番１９号 



○帯広事務所 ： 帯広市西１条南１丁目１６番地１ 

○函館事務所 ： 函館市柏木町６番６号 

 

２．受験資格 

 ・ １９９０年（平成２年）４月２日以降に生まれた方（３５歳以下）で、高等学校、高等専門学

校、専門学校、短期大学、大学及び大学院のいずれかを卒業または修了された方 

・ 普通自動車運転免許を取得している方（ＡＴ限定可） 

 

ただし、次の方は受験できません。 

○成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む） 

○禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまで 

の方 

○職務経験がある場合は、職務経験の間に懲戒解雇、免職の処分を受け、その処分の日から２年 

経過しない方 

○その他、当法人職員に適しないと認められる方 

 

３．応募方法 

当財団ホームページ所定の応募フォームへ進み、必要事項を入力のうえ、送信してください。 

 ○最終学歴欄につきましては、学部学科名まで必ず入力してください。 

○職務経歴欄につきましては、今までのご経験を知りたいので、できるだけ詳しく入力してくだ 

さい。なお、空白期間のないよう入力願います。 

 ○資格欄につきましては、現在保有している資格を入力してください。 

 

  なお、本採用試験に関するお問い合わせは、下記へお願いします。 

 

  一般財団法人北海道建設技術センター総務部（担当：総務課採用担当） 

  〒０６０－０００１ 

  札幌市中央区北１条西１丁目６番地 さっぽろ創世スクエア２６階 

  電話：（０１１）－２１８－７６００ 

 

４．書類選考及び試験 

１）書類選考 

  ２ヶ月毎に月末で締め切り、翌月にメールにてお知らせします。 

  ＊１回目の締め切り日は２０２５年１２月２５日（木）です。 

 

２）第１次試験 

  ○試 験 日：２０２６年１月２５日（日） 



○内 容 等：専門試験（択一式２０分） 

       性格適性及びストレス耐性検査（択一式４５分） 

○試 験 会 場：札幌市内（詳細は、受験票送付の際にお知らせいたします） 

○結 果 発 表：合格者には、２０２６年２月６日（金）までにメールでお知らせします。 

      

３）第２次試験 

 一次試験合格者には、論文（４００字原稿用紙×１枚）及びアンケート用紙を作成提出していた 

だきます。テーマ等の詳細は、第一次試験合格通知メールでお知らせします。 

○試 験 日：２月下旬 

○内   容：面接（約４０分程度） 

○試 験 会 場：当財団本部会議室（札幌市中央区北１条西１丁目６番地さっぽろ創世スクエア２６階） 

  ○旅   費：札幌市在住以外の方には交通費及び宿泊料の実費を当センターが負担します。 

         ただし、宿泊料については、１３，３００円を限度とします。 

 

５．合格者発表 

面接試験実施後、１週間以内に選考結果を通知します。 

なお、受験者からの個別の照会には応じられませんのでご了承ください。 

 

６．試験合格から採用まで 

１）合格から卒業証明書等の提出まで 

合格者には「合格通知書」を送付します。最終学校の卒業・修了証明書、退職証明書や在職証

明書等を指定の日までに提出していただきます。 

 

２）内定から採用まで 

提出していただく所定の経歴書類等に疑義がなければ、内定を決定し、「内定通知書」を送付 

します。職員となることに承諾する場合には、指定の日までに「内定承諾書」等の採用関係書類 

書類を提出していただきます。 

提出された「内定承諾書」等採用関係書類を確認し疑義がなければ採用を決定し、「採用通知 

書」を送付します。 

また、医療機関において法定の雇入前の健康診断を受けていただき、指定の日までに診断書を 

提出していただきます。詳細は別途お知らせします。 

なお、その後、経歴についての疑義が発生した場合には内定を取り消します。 

 

３）採用日・試用期間 

２０２６年４月１日以降の採用を予定しています。 

採用日は、採用決定者のご相談に応じます。 



なお、勤務地へ赴任するために要する旅費は、当財団の規定に基づき支給します。 

採用後６カ月間は試用期間となります。その間、当財団の就業規則を遵守するなど職員として 

ふさわしいと認められた場合に正式に職員に採用されます。 

７．労働条件等 

   当財団職員の労働条件は、原則として北海道職員の例に準じています。 

 １）給料（２０２５年４月１日現在） 

○給料（月額） 

   ２２万円～３１万円 

  ＊実務経験・年齢等により変動あり。 

 〇モデル年収 

  ７７０万円／４５歳（月給３４万円＋手当＋賞与） 

  ６３０万円／３５歳（月給３１万円＋手当＋賞与） 

  ４７０万円／２７歳（月給２５万円＋手当＋賞与） 

 

２）諸手当 

規定に該当する場合に支給します。 

○扶養手当 

○住居手当（最高支給額３８，０００円／月） ＊別に住宅借上制度あり 

○通勤手当（上限１５０，０００円／月） 

○時間外勤務手当（月平均１５時間） 

○寒冷地手当 

○地域手当 

○資格手当 

 

３）その他 

○賃 金 形 態 ： 月給制 

○賃金支払日 ： 毎月２１日（当月払い） 

時間外勤務手当のみ末日締切り、翌月２１日払い 

○通 勤 ： 札幌は自動車通勤不可（やむを得ない事情がある方は応相談） 

          旭川・帯広・函館は自動車通勤可 

○昇  給 ： 年１回（毎年１月） 

○賞    与 ： 期末・勤勉手当 年２回（６月・１２月） 

令和６年度実績 概ね４．７２８カ月 

○社会保険等 ： 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 

○退職金制度 ： あり（勤続１年以上・退職金共済加入） 

 

８．勤務時間・休日・休暇・定年等 

○勤 務 時 間 ： 平日８時４５分から１７時３０分まで 

         ＊時差出勤制度あり 



○休 日 等 ： 土日、法定祝休日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

完全週休２日制 

○休 暇 等 ： 年次有給休暇 採用日に応じて付与 

４月１日採用の場合は１５日間 

翌年１月に２０日間付与 

最大繰越２０日間 

特 別 休 暇  リフレッシュ休暇（合計７日間） 

○定 年 制 ： あり ６５歳 

○入居可能住宅 ： なし 借上住宅制度あり 

○託 児 施 設 ： なし 

○休業取得実績 ： 育児休業 あり・介護休業 あり・子の看護休暇 あり 

 

９．奨学金返還支援制度 ： あり 

支援上限金額３００万円 

（採用時において奨学金の返済に滞納がある方は支援制度の対象外） 

 

１０．法人の情報 

○名 称 ： 一般財団法人北海道建設技術センター 

○所 在 地 ： 札幌市中央区北１条西１丁目６番地 さっぽろ創世スクエア２６階 

○従 業 員 数 ： 法人全体１０３人（うち女性１２人） 

○設 立 ： 平成５年５月 

○基 本 財 産 ： １億８，３１１万円 

○労 働 組 合 ： なし 

○事 業 内 容 ： 建設事業に関する発注者支援事業、建設事業に関する電子情報化促進事業 

建設事業に関する調査研究及び広報事業、建設事業の振興に関する事業、建 

設技術等に関する研修及び国際交流事業 

○法 人 の 特 長 ： 当財団は、北海道庁及び道内の地方自治体等の建設事業に関する技術力の 

         向上を図るとともに、建設行政の円滑で適正な執行を支援し道民生活の向上 

         に寄与することを目的として設立されました。 

当初は、北海道庁及び道内２４市４７町７村からの出捐金により、設立さ 

         れた財団法人です。平成２５年４月１日に、公益法人制度の変更に伴い一般 

         財団法人に移行しました。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

一般財団法人北海道建設技術センター 
 

〒０６０－０００１ 札幌市中央区北１条西１丁目６番地 

  さっぽろ創世スクエア２６階 

電話：代表（０１１）－２１８－７６００ 

 

 

 

○面接試験会場(本部)案内図 


